
 

 

平成２７年１月２９日 

こども家庭部子育て支援課 

 

利用定員について（補足説明） 

 

１ 国資料による利用定員の説明 

 

 

２ 練馬区子ども・子育て会議の所掌事項 

⑴ 子ども・子育て支援法に基づく給付費の支給対象となる教育・保育施設および地域

型保育事業の利用定員の設定に関し、意見を述べること。 

 ⑵ 区の子ども・子育て支援事業計画の策定・変更に関し、意見を述べること。 

⑶ 区の子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事

項および当該施策の実施状況を調査審議すること。 

   例：次世代育成支援行動計画の実施状況に関する評価、等 

（※上記の記載は、平成２５年９月３０日開催の平成２５年度第１回練馬区子ども・

子育て会議資料の抜粋に一部事務局で下線を追加したもの） 

参考資料 


